
 

 

令 和 ７年 度  事 業 計 画  
 

 

                          自 令和７年４月 １日 

                      期 間 

                          至 令和８年３月３１日 

 

 

 日本銀行が令和７年１月に公表した「経済・物価情勢の展望」によれば、日本経済につ

いて、「緩やかに回復しており、今後も成長を続ける。」としているが、景気回復の実感

は乏しく、令和６年の秋田県内の新設住宅着工戸数は３，０１８戸と、過去２０年で最少

となった昨年をさらに下回った。 

本県では、人口減少が続いており、物価の高騰も相まって、住宅市場の早急な回復を見

込むのは厳しい情勢にある。 

 このような中、令和３年 10 月１日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための

建築物等における木材の利用の促進に関する法律」により、建築物における木材の利用促

進にとどまらず、森林の循環利用による幅広い脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指

す民間の関係者の連携協力の動きが活発化してきている。 

都市部では社会の注目を集める中高層ビルなどの先進的な木材利用建築物が多数竣工す

るなど、林野、建築行政のみならず、国全体の政策の中でも、建築分野における木材利用

の位置づけが重みを増してきている。 

 この時流を捉え、県内木材関連産業を更に発展させていくためには、強度・耐火性に優

れた建築用木材の製造技術及び製造コスト低廉化技術の開発・普及の促進や木造建築物の

設計・施工に係る先進的技術の普及の促進、人材の育成が必要とされる。 

 また、今後、本格的な木材利用型社会の実現に向けて、様々な課題等が現れることが予

想されるが、この解決にも当たっていかなければならない。 

当機構としても、木材に関する産学官を結ぶ機関として、木材分野をリードする木材高

度加工研究所、行政及び関係団体等と連携を強化しながら、新たな部材・工法の開発や技

術開発を進めるとともに、新技術の普及促進、木材利用技術の実証支援、最新情報の提供

などにより、市場開拓に向けた取り組みを展開するなどの新たな取組を積極的にする必要

があると認識している。 

 一方、当機構の運営は、運営資金の確保、試験手数料の見直しなどにより、ここ数年は

経常ベースでの収支均衡が達成されてきたが、安定的な経営を維持するためには、県から

の受託事業のほか、自主的事業の拡大に向けた取り組みを進めることが課題である。 

 以上の状況を踏まえ、公益目的事業における県内産学官等の連携による技術開発支援等

の安定実施、及び耐火依頼試験等の収益事業の拡充を図ることで、経営基盤を安定化させ

るとともに、「本県木材関連産業の振興発展」に寄与する公益財団法人としての役割を果

たすため、令和７年度は次の各事業を実施する。 
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 公益目的事業     本県木材関連産業の振興を図る事業 

 

     木材関連産業の振興発展を図るため、木材の加工及び利用に関する技術 

    の指導及び普及、木材商品開発情報の収集及び提供、並びに、高付加価値 

    木材商品開発への支援を行う。 

 

 

 １ 情報収集提供事業 

 

    本県木材関連企業における製品開発や加工利用技術の向上に資するため、秋田県 

   立大学木材高度加工研究所の試験研究成果、木材・木製品に関する法令や制度の制 

   定・改正情報、各種研修会や講習会の開催案内、木材関連の新技術情報、当機構の 

   業務紹介などについて、情報紙及びホームページにより適時広範な情報発信を行う。 

 

 

    (１）情報紙の発行 

        情報紙「木材加工最前線」を出捐団体や賛助会員をはじめ、県内の林業・ 

            木材関連企業や行政機関、県内外の試験研究機関等へ配布する。 

 

                発行回数：３回 (105～107 号)  ／ 発行部数：各号 600 部 

 

     (２）ホームページの運用 

         当機構の業務紹介、各種研修会や講演会の開催案内、最新の木材製品情報、 

      木材関連産業のトピックス、木材に関する身近な話題などの各種情報をホー 

      ムページやフェイスブックに掲載し、広く情報の提供を行う。 

 

               ホームページの随時更新 

 

 

 ２ 技術指導・移転事業 

 

     木材関連企業が抱えている木材製品の生産、加工、利用に関する技術的課題の解 

決をサポートするため、各種相談対応、現地指導、企業訪問、技術開発支援を行う。 

 

      （１）相談対応 

        来訪、電話、メール等により企業から寄せられる諸課題に木高研と連携し 

      ながら対応し、必要に応じて資料送付、関連情報の収集提供、データ提供、 

      事例紹介などを迅速的確に行う。 

 

                  通年随時対応  
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     （２）現地指導 

        企業からの派遣要請に基づき、当該企業が抱えている技術的課題の解決に 

     適任の指導者を当機構の顧問や技術コンサルタントなどの中から人選し、直 

     接企業に赴いて現地指導を行う。 

     

           指導企業数：5 社 

 

     （３）企業訪問 

        木高研の研究成果の民間への移転可能性を探るとともに、企業ニーズを把 

      握して研究課題に反映することをねらいとした企業訪問を実施する。 

     

          企業訪問件数：６０件 

 

      （４）技術開発支援 

       木材の新たな市場の創出に向け、耐火部材等をはじめとする木質系部材 

     の製造実証や土木分野での木材利用など、県内産学官の連携による技術開発 

     を支援する。 

 

           技術開発件数：２件 

 

 

 ３ 啓発研修事業 

 

    新製品開発に意欲のある企業や、社員の技術研鑽・知識向上に取り組む企業など 

   を支援するため、公開講演会及び研修会等を開催する。 

 

   （１）公開講演会 

             木材高度加工研究所の研究内容や成果を業界関係者、行政、他研究機関な 

      どへ広く周知するため、能代市、能代木材産業連合会と連携して研究所講演 

      会を開催する。 

 

                 開催数：１回（木高研講演会１回）  

 

   （２）研修会 

             木材関連産業に係る行政施策や業界の動向、県内外の先駆的な事例紹介な 

      どを通じて、企業の技術力や経営力の向上に繋がる企画内容の研修会を開催 

      する。 

                 開催数：１回（加工技術研修会１回）  
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   （３）木造技術者育成講座 

             既存の製材、集成材、合板等に加え、新たに開発されたＣＬＴや複合木質 

      部材、耐火部材等の公共・民間施設における木材の利用拡大を図るため、セ 

      ミナーを開催する。 

 

                 開催数：５回  

 

 

 

  

 収益事業    木材に関する調査・研究等を行う事業 

 

  企業や官公庁から発注される次のような木材に関する調査・研究事業等を行う。 

 

 

  １ 木材に関する性能試験 

      企業からの依頼を受け、製材品・集成材・家具等の強度試験及び防耐火試験、木 

   材の含水率や熱伝導率などの物性試験のほか、ホルムアルデヒドの放散量測定など、 

   製品の品質管理や新製品開発過程などで必要とする各種の試験を実施する。 

 

 ２ 木材に関する調査・研究 

        国の各省庁等が発注する木材の調査・研究に関する業務を受託する。 

 

 ３ 木製構造物の劣化等診断 

        自治体等からの依頼を受け、木製ダム・木製遊具・木製歩道橋・木橋等の木製 

   構造物の劣化等の診断を実施する。  

 

収益事業受託件数：７０件  
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 法人管理 

 

   １ 収支改善に向けた取り組み 

 

    （１）県受託事業の継続 

      秋田県産の木材製品のブランド化を確立するため、秋田県立大システム科学

技術学部や木材高度加工研究所等と連携して、住宅の内装等に使用する木材製

品のプロモーションの展開と木造技術者の育成や木造の普及啓発に関する事

業を受託する。 

 

   （２）依頼試験件数の増加 

       関係機関及び企業訪問に加え、機構ホームページにて広く周知を図ることで 

依頼試験件数の増加に努める。 

      耐火依頼試験については、予備試験段階での試験を受託しながら、既存の試 

     験機関と連携して、試験技術の向上や知識の習得に努める。 

    

   ２ 顧客満足度調査 

       企業ニーズに沿った事業活動の展開に資するため、当機構の各種業務を利用し 

     ている企業を対象に、アンケートによる顧客満足度調査を実施する。 
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